
別表第二 9 高森･粟窪･東富岡研究開発地区地区整備計画区域

伊勢原都市計画高森･粟窪･東富岡研究開発地区地区計画

   平成22年3月31日都市計画決定 市告示第25号

位置面積 高森、粟窪、東富岡地内  約44.0ha

上記制限条例のほかに、都市計画法で定める地区計画の内容が、以下のとおりあります。

建築物は、緑地(当該地区計画整備計画による地区施設をいう。)の稜線の最高高さを超えないよう努めるとともに、建築物の屋根、外壁その他

戸外から望見される部分及び屋外広告物については、色彩及び装飾について周辺環境や景観と調和するよう配慮しなければならない。

緑化率の最低限度 100分の35

垣又はさくの構造は、生け垣又は透視可能なフェンス等とする。ただし、部分的に設けるもので周辺の美観を損なわないものはこの限りではない。

伊勢原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例  　昭和63年3月30日条例第5号

建築物等の形態又は

意匠の制限

地区整備計画

垣又はさくの構造の制限



 


